
岩手県監査委員告示第41号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第１項の規定による協議が調ったので、包括外部監査人の監査の事務を補助す

る者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間を次のとおり告示する。 

  平成26年８月５日 

岩手県監査委員 柳 村 岩 見  

岩手県監査委員 高 橋 昌 造  

岩手県監査委員 吉 田 政 司  

岩手県監査委員 工 藤 洋 子  

１ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

氏 名 住 所 

仙 石   淑 岩手県盛岡市盛岡駅前北通３番29－701号 

２ 当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間 

  平成26年８月６日から平成27年３月31日まで 
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